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船舶事故調査報告書 

 

                              平成３０年８月１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉      

                        委   員  岡 本 満喜子                    

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３０年３月３０日 １８時１０分ごろ 

発生場所 阪神港大阪第６区の神崎
かんざき

川河口付近 

 大阪北灯台から真方位０２４°１,５７０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４１.２′ 東経１３５°２４.６′） 

事故の概要  貨物船第十八三
さん

幸
こう

丸は、南西進中、浅所に乗り揚げた。 

第十八三幸丸は、船底部にペイント剝離を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年４月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 第十八三幸丸、４０２トン 

 １３１５１１、有限会社三幸海運 

 ７１.４５ｍ×１１.００ｍ×６.１０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３６kＷ、平成３年７月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７１歳 

 四級海技士（航海）（旧就業範囲） 

  免 許 年 月 日 昭和４７年５月１９日 

  免 状 交 付 年 月 日  平成２８年１２月１３日 

  免状有効期間満了日 平成３４年２月２４日 

航海士 男性 ２７歳 

 三級海技士（航海）（履歴限定） 

  免 許 年 月 日 平成２３年１０月１８日 

  免 状 交 付 年 月 日  平成２８年７月１３日 

  免状有効期間満了日 平成３３年１０月１７日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底部にペイント剝離 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 ほぼ高潮時 

 事故の経過  本船は、船長及び航海士ほか２人が乗り組み、鋼製線材約１,００

０ｔを積載し、船首約２.８０ｍ、船尾約３.５８ｍの喫水により、大
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阪市西淀川区所在の製鉄所の岸壁を満潮時に合わせて平成３０年３月

３０日１７時５０分ごろ出港し、主機を微速力前進とし、阪神港大阪

第６区の神崎川に沿った水路（以下「本件水路」という。）を南西進

した。 

船長は、航海士が１８時０５分ごろ出港作業を終えて昇橋してきた

ので、原針路を維持するよう指示して操舵に当たらせ、浅所付近を航

行していたのでプロペラの水流が気になり、右舷ウイングに出て船尾

側の水面を確認することにした。 

本船は、船長がふだんどおり阪神高速道路の神崎川橋 梁
りょう

（以下

「本件橋梁」という。）の手前で針路を右に転じて中島川第６号灯浮

標に向けようと思っていたが、プロペラ水流によって海底の泥を巻き

上げている様子に気を取られ、変針予定場所を通過していることに気

付いた。 

船長は、すぐに航海士に右舵を取るよう指示したものの、舵効きが

得られず、１８時１０分ごろ行きあしが低下して間もなく本件橋梁付

近の浅所に乗り揚げた。 

船長は、船体各部を点検して異常がないことを確認したが、満潮時

を過ぎており、自力では離礁できないと判断し、船舶管理会社にタグ

ボートの手配を要請した。 

本船は、３１日の満潮時に合わせて離礁作業を行い、０６時３５分

ごろ離礁を完了し、ダイバーによる船底の点検を行い、航行に問題が

ないことを確認して１９時５０分ごろ出港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項 船長は、過去にも本船で本件水路を航行した経験があり、また、他船 

でも本件水路を航行した経験があった。 

 海図によれば、本件水路の可航幅（水深２ｍ以上）は、約４０～２０

０ｍであった。 

本件橋梁南西方水域は、淀川の河口に位置し、等深線２ｍの浅水域が

本件橋梁約１,０００ｍ沖まで広がっている。 

 船長は、ふだん出航するときには、浅水域を避けて本件橋梁の手前

で、針路を右に転じ、中島川第６号灯浮標を通過して港口に向けて南下

していた。 

後任船長は、本件水路上で本件橋梁付近の浅水影響が特に大きいと感

じており、また、港界を出るまでは船長自らが操船することとしてい

た。 

（写真２ 本件水路及び本件橋梁  参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 

あり 

あり 

なし 
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 判明した事項の解析  本船は、本件水路を南西進中、船長が、プロペラ水流によって海底

の泥を巻き上げている様子に気を取られ、船位の確認を適切に行って

いなかったことから、右舵を指示するのが遅れ、変針予定場所を通過

して直進し、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、浅所付近を航行していて、プロペラの水流が気になったこ

とから、右舷ウイングに出て船尾側の水面を確認していたものと考え

られる。 

原因  本事故は、本船が、本件水路を南西進中、船長がプロペラ水流によ

って海底の泥を巻き上げている様子に気を取られ、船位の確認を適切

に行っていなかったため、右舵を指示するのが遅れ、変針予定場所を

通過して直進し、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

浅水域を航行するときは、 

・船長が操船指揮をとること。 

  ・見張り員を配置して、常に船位の確認をするとともに、予定針路 

  から外れることがあれば船長に報告すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船 
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           写真２ 本件水路及び本件橋梁 
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